
2021.5.26 
 
令和３年度「男⼥共同参画週間」の実施について（内閣府男⼥共同参画局） 
 
内閣府男⼥共同参画推進本部では、男⼥共同参画社会基本法の⽬的及び基本理念に対する国⺠の
理解を深めることを⽬的として、平成 13 年度より毎年６⽉ 23 ⽇から 29 ⽇までの１週間、「男⼥
共同参画週間」を実施しております。 
つきましては、本週間が有意義なものとなるよう、週間の⾏事等に格段の御協⼒を賜りますよう
お願い申し上げます。 
 
１ ⽬ 的 
本週間は、男⼥共同参画社会の形成の促進を図る各種⾏事等を全国的に実施することにより、男
⼥共同参画社会基本法の⽬的及び基本理念に関する国⺠の理解を深めることを⽬的とする。 
 
２ 実施期間 
令和３年６⽉ 23 ⽇（⽔）から６⽉ 29 ⽇（⽕）までの１週間 
 
３ 実施事項 
(1) 本週間の中央⾏事として「男⼥共同参画社会づくりに向けての全国会議」を開催する。 
(2) 本年度は、「⼥だから、男だから、ではなく、私だから、の時代へ」というキャッチフレーズ
のもと、４に掲げる機関・団体等と協⼒し、男⼥共同参画社会の実現に向けた各種広報啓発活動
等を実施する。 
 
補⾜ 
・令和３年度「男⼥共同参画週間」ポスターは、内閣府男⼥共同参画局の HP に掲載されておりま
す。 
ダウンロード可能ですので、あわせて、ご活⽤いただけますと幸いでございます。 
 ＜内閣府男⼥共同参画局サイト（ポスターページ）＞ 
 http://www.gender.go.jp/public/week/kako/week_kako.html 
 
・「男⼥共同参画社会づくりに向けての全国会議」の開催⽅法は、現在検討中です。 
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令和３年度「男女共同参画週間」実施要綱 

 

 

令 和 ３ 年 ５ 月 １ ７ 日 

男女共同参画推進本部長決定 

 

 

 

１ 目 的 

  本週間は、男女共同参画社会の形成の促進を図る各種行事等を全国的に実施するこ

とにより、男女共同参画社会基本法の目的及び基本理念に関する国民の理解を深める

ことを目的とする。 

 

２ 実施期間 

  令和３年６月 23 日（水）から６月 29 日（火）までの１週間 

 

３ 主 唱 

   内閣府、警察庁、金融庁、消費者庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、

文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省 

 

４ 協力を依頼する機関・団体等 

  都道府県、政令指定都市、男女共同参画推進連携会議関係団体、女性団体その他の

関係団体等 

 

５ 実施事項 

(1) 本週間の中央行事として「男女共同参画社会づくりに向けての全国会議」を開催

する。 

(2) 本年度は、「女だから、男だから、ではなく、私だから、の時代へ」というキャ

ッチフレーズのもと、４に掲げる機関・団体等と協力し、男女共同参画社会の実現

に向けた各種広報啓発活動等を実施する。 


